
（別記） 

令和７年度松島町地域農業推進協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１　地域の作物作付の現状、地域が抱える課題　 

　当町は、全耕地面積に占める主食用米の生産の目安の割合は６１．５％で、転作作物

は大豆、飼料用米を中心に作付を行っている。 

　近年は農家の高齢化や後継者不足が顕著であり、小規模農家を中心に農家戸数が減少

している。令和５年度は新規就農者を２名確保できたものの、令和６年度における新規

就農者は０名であった。担い手についても高齢化が進み、現在の担い手だけでは請け負

いきれない農地が遊休農地化している。 

また、中山間地に位置するため耕作条件が難しい水田が点在することや、イノシシ等

による農作物鳥獣被害が増加していることにより、営農意欲の減退や離農を引き起こし

ている。 

そのため、地域計画の策定に係る協議の場等で、新規就農者等の担い手の確保、担い

手への農地集積・集約、遊休農地、鳥獣対策について町と地域が一体になって解決して

いかなければならない。 

 

　本町は、日本三景の一つに数えられ、日本有数の観光地としてホテルや旅館、飲食店

が軒を連ね、ホテル等より地元産の野菜や果樹等を使った料理を提供したいという声が

多く上がっている。また、学校給食関係者からも町内で生産された野菜を使用した給食

を子供たちに提供したいとの要望があることから、高収益作物の導入を推進し、農業者

の所得向上と地産地消の促進を図っていく。 

また、主食用米の需要は今後も減少する傾向にあり、主食用米のみでの農業経営は困

難となることから、収益性の高い野菜や果樹、新規需要米、大豆等への取組拡大が必要

であり引き続き支援を行っていく。 

地元産作物の需要は高いため、観光地としてのブランド力を活かし、付加価値の向上

や新市場の開拓を目指す。併せて、担い手への農地の集積・集約を図り、町内業者や新

市場へのニーズを満たせる生産力の向上を図る。 

 

３　畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標　 

高齢化や後継者不足により耕作できなくなる水田も増加している。地域計画策定に係

る協議の場等を活用し、担い手への農地の集積・集約を進め、水田を有効活用し、遊休

農地化を防ぐことは急務である。 

ブロックローテーションについては、３つの地域において水稲を組み入れた取り組み

を実施しており、引き続き水田の有効活用を推進していく。 

水田の利用状況については、営農計画書や現地での確認を実施した結果、水稲を組み

入れない作付け体系が数年以上定着している水田は３６ha あった。水田の畑地化につい

ては進んでいない状況であることから、畑地化の支援等の情報を提供しつつ、畑地化や

水稲を組み入れたブロックローテーションを促していく。 

　また、沢田や水管理が難しい農地などの遊休農地化が進んでいることから、畑作物や

果樹等の推進を図る。 

 

 ２　高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 

強化に向けた産地としての取組方針・目標



４　作物ごとの取組方針等　 

（１）主食用米 

　　　売れる米作りの徹底によって米の主産地としての地位を確保する。前年の需要動

向や集荷業者等の意向を勘案しつつ、米の生産を行う。また、地元ホテル・飲食店

のニーズに対応した環境保全米の生産と安定取引の推進を図る。 

 

（２）備蓄米 

　　　水田の水張り面積の維持・拡大のために有効な作物として安定的に生産できるよ

うに、作付面積の維持・確保を図る。 

　　　※備蓄米については、令和７年産米の備蓄米に関する政府買入の動向を踏まえ、

主食用米及び非主食用米等へ変更する場合がある。 

 

（３）非主食用米 

 

　　ア　飼料用米 

　　　　主食用米の需要減が見込まれる中、飼料用米を転作作物の中心作物に位置づけ

る。多収品種の導入や直播栽培の推進を図るとともに、農地中間管理事業等を活

用し担い手への農地集積を図り、生産性を向上させる。 

 

　　イ　米粉用米 

　　　　取り組みなし 

 

　　ウ　新市場開拓用米 

　　　　主食用米にかわる作物として農業者が取り組みやすい米対応の転作作物である

ことから、需要に応じた生産を推進する。 

 

　　エ　WCS 用稲 

　　　　取り組みなし 

 

　　オ　加工用米 

　　　　主食用米にかわる作物として農業者が取り組みやすい米対応の転作作物である

ことから、需要に応じた生産を推進する。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

　　　大豆については、集団化による畑作の基幹作物として取り組まれており、現行の

作付面積を維持する。また、産地交付金を活用し、大豆３００Ａ技術や土壌改良に

取り組み安定生産と品質向上を図り、所得の確保を図る。 

飼料作物については、ほとんどが肉用牛繁殖農家の粗飼料として利用されており、

自給率向上を図るため、今後も現状を維持する。 

麦については取組なし。 

 

（５）そば、なたね 

　　　取り組みなし。 

 

（６）地力増進作物 

　　　取り組みなし 

 



（７）高収益作物 

　　　 白菜、ねぎ、玉ねぎ、ばれいしょの４品目を町の重点地域振興作物、また１０品

目を地域振興作物に位置づけ、水田を活用した露地栽培野菜作付の取組に対して産地

交付金による助成を行い、収益性の高い農業としての土地利用型園芸を推進していく。 

 

５　作物ごとの作付予定面積等　～　８　産地交付金の活用方法の明細　 

別紙のとおり 

 
　※　農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

471 0 501 0 490 0

26 0 25 0 25 0

125 0 90 0 80 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 0 40 0 55 0

1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

28 0 32 0 33 0

21 0 25 0 24 0

ねぎ 3 0 4 0 4 0

はくさい 1 0 2 0 3 0

玉ねぎ 1 0 2 0 2 0

ばれいしょ 1 0 2 0 3 0

その他 15 0 15 0 12 0

1 0 1 0 1 0

・果樹 6 0 6 0 8 0

0 0 0 0 0 0

4 0 4 0 4 0

4 0 4 0 4 0

0 0 0 0 5 0

その他

・種苗類　他

畑地化

作物等

・野菜

なたね

地力増進作物

高収益作物

・花き・花木

・その他の高収益作物

麦

大豆

飼料作物

・子実用とうもろこし

そば

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和８年度の

作付目標面積等

主食用米

備蓄米



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

(令和6年度) (令和8年度)

野菜　20ha
大豆  38ha･124kg/10a

野菜　 32ha
大豆　 55ha・150kg/10a

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。

※　目標期間は３年以内としてください。

(令和6年度 )　14ha・11% (令和8年度)　24ha・30%

3

ねぎ、はくさい、玉ねぎ、ばれ

いしょ、別紙２の対象作物、大

豆

団地化加算助成

水田での対象露地野菜
作付面積及び大豆の取
組面積・10a当たり収

量

4
飼料用米生産ほ場の稲わら（基

幹作物）

耕畜連携助成（わら利
用）

耕畜連携取組面積・飼
料用米作付面積中、耕

畜連携取組割合

(令和6年度)　5ha (令和8年度) 　12ha

2 別紙２の対象作物 地域振興作物助成
水田での対象品目作付

面積
(令和6年度) 15ha (令和8年度) 　20ha

整理

番号
対象作物 使途名 目標

1
ねぎ、はくさい、玉ねぎ、ばれ

いしょ
重点地域振興作物助成

水田での対象露地野菜
作付面積



 
 
 
 
 
 

７　産地交付金の活用方法の概要
都道府県名：宮城県

協議会名：松島町地域農業推進協議会

1 重点地域振興作物助成 1 21,000 ねぎ、はくさい、玉ねぎ、ばれいしょ 実需者と出荷・販売・契約を行い収穫・出荷・販売を行う

2 地域振興作物助成 1 10,000 別紙２の対象作物 実需者と出荷・販売・契約を行い収穫・出荷・販売を行う

3 団地化加算助成 1 9,000
ねぎ、はくさい、玉ねぎ、ばれいしょ、別紙２の対

象作物、大豆

振興作物の場合は10a以上、大豆の場合は50a以上の団地を

構成していること

4 耕畜連携助成（わら利用） 3 10,000 飼料用米生産ほ場の稲わら（基幹作物）
そのわらが確実に飼料として利用され、且つ、その子実が飼料

又は飼料の種苗として利用される稲の作付

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理

番
号

使途
※１

作

期
等
※２

単価

（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。

　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。

　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。

※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。

※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。

※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


